
 
 

 

  

品 川 区 

1.解体除却費⽤の助成 
●助成限度額 

  1 ㎡あたり最⼤ 25,000 円※（条件によって 26,000 円） 
かつ総額 12,500,000 円 

※平成 29 年 3 ⽉時点の単価であり、今後変動する可能性があります。

 

   

これまでの助成対象者 
◎昭和 56 年 5 ⽉ 31 ⽇以前に建築された⽊造建築物を所有している⽅ 

 
 
４⽉からは… 

◎平成 17 年 3 ⽉ 31 ⽇以前に建築された⽊造建築物（耐⽕・準耐⽕建築物を除く）
を所有している⽅ 
その他に…○中⼩企業が実施する⼯事も助成対象になる場合があります。（1.解体除却費⽤の助成および、 

3.耐⽕・準耐⽕建築物にするための費⽤の助成のうち建築設計費・⼯事監理費のみ） 
        ○昭和５６年５⽉３１⽇以前に建築された軽量鉄⾻造建築物の解体除却費⽤も対象になる場合が 

あります。

不燃化特区内で、住宅の建替え・解体を検討されている⽅へお知らせです! 

不燃化特区とは…地震時の危険度が高いなど、特に重点的・集中的に改善を図るべき地区として区からの提案に基づき、東京都が指定する地区のことです。

不燃化特区支援制度

☆品川区の不燃化特区⽀援制度の助成⾦
1.解体除却費⽤の助成 

2.引越しにかかる費⽤の助成

3.耐⽕・準耐⽕建築物にするための費⽤の助成

例えば 
【計算式】

延べ床⾯積×25,000 円＝単価計算⾦額 
※実際にかかる⼯事費と単価計算⾦額を 

⽐べて、額の⼩さい⽅が助成⾦額です。 

平成２９年４月から助成金の対象を拡充します!! 

※不燃化特区として次の町丁目の全域が指定されています。 

  東中延一・二丁目、中延二・三・五丁目、豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目、西大井二・三・四・六丁目、旗の台四丁目、戸越二・四・五・六丁目、 

  西品川二・三丁目、大井五・七丁目 

その他、特定整備路線（補助２９号線、放射２号線、補助２８号線）の沿道両側３０m の区域の一部が指定されています。 

平成 29 年 3 ⽉ 



 
 

2.引越しにかかる費⽤の助成 
●助成対象者 

品川区の除却⽀援制度を利⽤して除却される⽼朽建築物を平成 28 年 5 ⽉ 31 ⽇ 
以前から継続して使⽤している建物所有者または賃借⼈（個⼈に限る） 

 
●助成限度額〈建物所有者は(い)〜(は)、賃借⼈は(い)・(ろ)が対象〉

3.耐⽕・準耐⽕建築物にするための費⽤の助成 
●助成対象者 

品川区の除却⽀援制度を利⽤して⽼朽建築物を除却した⽅ 
 

※助成対象床⾯積は、原則として地上1 階
から3 階までの床⾯積の合計です。 

※建築設計費・⼯事監理費の助成額と不燃 
構造化助成額の合計が助成⾦額です。 

建築設計費・工事監理費の 

助成額表  （抜粋） 

不燃構造化助成額表（抜粋） 

●助成限度額 


